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水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(
㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(
㎎
／
ℓ
)

動
植
物
油
脂
類

(
㎎
／
ℓ
︶

窒

素

(
㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(
㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

七
・
五

五
・
八～

八
・
六

三
〇

三
五

三

五

三

五

一
〇

〇
・
五

一

二
七
五

三
〇
〇

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法
︵
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
︶
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
︑
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
︒

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施
術
者
の

氏
名

施

術

所

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

川
俣

人
志

か
わ
ま
た
鍼
灸
院

宇
部
市
大
字
東
吉
部
一
五
二
四
の

二

平
成
二
八
︑

九
︑
一
〇

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

生
活
保
護
法
︵
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
︶
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
︑
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

四
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の
届
出
が
あ
っ
た
︒

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居

宅

介

護

事

業

者

居

宅

介

護

事

業

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
コ
コ

カ
ラ
フ
ァ
イ
ン

ヘ
ル
ス
ケ
ア

横
浜
市
港
北
区

新
横
浜
三
丁
目

一
七
番
六
号

セ
ガ
ミ
薬
局
太

華
店

周
南
市
桜
木
三

丁
目
一
番
二
四

号

居
宅
療

養
管
理

指
導

平
成
二
八
︑

八
︑
三
一

介

護

予

防

事

業

者

介

護

予

防

事

業

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
コ
コ

カ
ラ
フ
ァ
イ
ン

ヘ
ル
ス
ケ
ア

横
浜
市
港
北
区

新
横
浜
三
丁
目

一
七
番
六
号

セ
ガ
ミ
薬
局
太

華
店

周
南
市
桜
木
三

丁
目
一
番
二
四

号

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

平
成
二
八
︑

八
︑
三
一

株
式
会
社
ど
う

も
ん
フ
ィ
ッ
ト

ネ
ス

山
口
市
道
場
門

前
二
丁
目
三
番

六
号

シ
ニ
ア
健
康
運

動
サ
ロ
ン

山
口
市
道
場
門

前
二
丁
目
三
番

六
号

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

七
︑
〃

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
︵
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
︶
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
︑
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
︒

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

周
防
大
島
町
立
大
島
病
院

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
小
松
一
四
一
五

の
一

平
成
三
一
︑
一
〇
︑
三
一

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
︵
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
︶
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
︑
錦
川
水
系
錦
川
︑
門
前
川
︑
生
見
川
︑
本
郷
川
︑
宇
佐
川
及
び
渋
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域

の
調
査
及
び
図
面
の
作
成
︵
第
二
工
区
︶
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経

営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
︵
以
下
﹁
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
﹂
と
い
う
︒
︶
並
び

に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
︑
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め

た
︒

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

錦
川
水
系
錦
川
︑
門
前
川
︑
生
見
川
︑
本
郷
川
︑
宇
佐
川
及
び
渋
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域

の
調
査
及
び
図
面
の
作
成
︵
第
二
工
区
︶

㈠

履
行
場
所

岩
国
市
及
び
周
南
市
内

㈡

業
務
の
概
要

業

務

内

容

数

量

水
防
法
︵
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
︶
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
洪
水
浸

水
想
定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図
面
の
作
成

一
式

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
︑
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
︵
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
︒
︶
と
す
る
︒

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
︒

�

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
︵
平
成
二
十
六
年
山
口
県
告
示
第
四
百
八
号
︒
以
下
﹁
告
示
﹂
と
い
う
︒
︶
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
務
の
Ａ
等
級
で
あ
る
こ
と
︒

�

測
量
法
︵
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
︶
第
十
条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

る
こ
と
︒

�

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
︒

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示
二
の
㈡
に
規
定
す
る
審
査
で
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
に
山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二
百
五
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
︒

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
︑
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
︵
以
下
﹁
申
請
書
等
﹂
と
い

五
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う
︒
︶
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

�

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

�

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

�

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
通
知
書
の
写
し

	

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
︑
共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
︑
郵
便
又
は
電
信
に

よ
る
も
の
は
︑
受
け
付
け
な
い
︒

㈢

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
岩
国
土
木
建
築
事
務
所

岩
国
市
三
笠
町
一
丁
目
一
番
一
号

㈣

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
㈤

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日
ま
で
に
発
送
す
る
︒

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
︑
山
口
県
岩
国
土
木
建
築
事
務
所
︵
電
話
〇
八
二
七−

二
九−

一
五
四
〇
︶
に
す
る
こ
と
︒

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
︵
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
︶
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
︑
平
田
川
水
系
平
田
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作
成
︵
第
一
工
区
︶
の
契

約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
︵
以

下
﹁
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
﹂
と
い
う
︒
︶
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の

申
請
の
時
期
︑
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
︒

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

平
田
川
水
系
平
田
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作
成
︵
第
一
工
区
︶

㈠

履
行
場
所

岩
国
市
内

㈡

業
務
の
概
要

業

務

内

容

数

量

水
防
法
︵
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
︶
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
洪
水
浸

水
想
定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図
面
の
作
成

一
式

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
︑
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
︵
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
︒
︶
と
す
る
︒

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
︒

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
︵
平
成
二
十
六
年
山
口
県
告
示
第
四
百
八
号
︒
以
下
﹁
告
示
﹂
と
い
う
︒
︶
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
務
の
Ａ
等
級
で
あ
る
こ
と
︒

�

測
量
法
︵
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
︶
第
十
条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

る
こ
と
︒

�

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
︒

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示
二
の
㈡
に
規
定
す
る
審
査
で
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
に
山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二
百
五
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
︒

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
︑
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
︵
以
下
﹁
申
請
書
等
﹂
と
い

う
︒
︶
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

�

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

�

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

�

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
通
知
書
の
写
し

	

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
︑
共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
︑
郵
便
又
は
電
信
に

よ
る
も
の
は
︑
受
け
付
け
な
い
︒

㈢

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
岩
国
土
木
建
築
事
務
所

岩
国
市
三
笠
町
一
丁
目
一
番
一
号

六
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㈣

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
㈤

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日
ま
で
に
発
送
す
る
︒

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
︑
山
口
県
岩
国
土
木
建
築
事
務
所
︵
電
話
〇
八
二
七−

二
九−

一
五
四
〇
︶
に
す
る
こ
と
︒

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
︵
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
︶
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
︑
島
田
川
水
系
島
田
川
及
び
東
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作
成
︵
第
一
工

区
︶
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る

資
格
︵
以
下
﹁
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
﹂
と
い
う
︒
︶
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

の
審
査
の
申
請
の
時
期
︑
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
︒

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

島
田
川
水
系
島
田
川
及
び
東
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作
成
︵
第
一
工

区
︶

㈠

履
行
場
所

岩
国
市
︑
光
市
及
び
周
南
市
内

㈡

業
務
の
概
要

業

務

内

容

数

量

水
防
法
︵
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
︶
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
洪
水
浸

水
想
定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図
面
の
作
成

一
式

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
︑
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
︵
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
︒
︶
と
す
る
︒

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
︒

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
︵
平
成
二
十
六
年
山
口
県
告
示
第
四
百
八
号
︒
以
下
﹁
告
示
﹂
と
い
う
︒
︶
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
務
の
Ａ
等
級
で
あ
る
こ
と
︒

�

測
量
法
︵
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
︶
第
十
条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

る
こ
と
︒

�

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
︒

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示
二
の
㈡
に
規
定
す
る
審
査
で
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
に
山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二
百
五
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
︒

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
︑
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
︵
以
下
﹁
申
請
書
等
﹂
と
い

う
︒
︶
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

�

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

�

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

�

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
通
知
書
の
写
し

	

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
︑
共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
︑
郵
便
又
は
電
信
に

よ
る
も
の
は
︑
受
け
付
け
な
い
︒

㈢

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
周
南
土
木
建
築
事
務
所

周
南
市
毛
利
町
二
丁
目
三
八

㈣

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
㈤

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日
ま
で
に
発
送
す
る
︒

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
︑
山
口
県
周
南
土
木
建
築
事
務
所
︵
電
話
〇
八
三
四−

三
三−

六
四
七
一
︶
に
す
る
こ
と
︒

七
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山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
︵
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
︶
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
︑
南
若
川
水
系
南
若
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作
成
︵
第
一
工
区
︶
の
契

約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
︵
以

下
﹁
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
﹂
と
い
う
︒
︶
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の

申
請
の
時
期
︑
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
︒

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

南
若
川
水
系
南
若
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作
成
︵
第
一
工
区
︶

㈠

履
行
場
所

山
口
市
内

㈡

業
務
の
概
要

業

務

内

容

数

量

水
防
法
︵
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
︶
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
洪
水
浸

水
想
定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図
面
の
作
成

一
式

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
︑
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
︵
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
︒
︶
と
す
る
︒

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
︒

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
︵
平
成
二
十
六
年
山
口
県
告
示
第
四
百
八
号
︒
以
下
﹁
告
示
﹂
と
い
う
︒
︶
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
務
の
Ａ
等
級
で
あ
る
こ
と
︒

�

測
量
法
︵
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
︶
第
十
条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

る
こ
と
︒

�

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
︒

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示
二
の
㈡
に
規
定
す
る
審
査
で
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
に
山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二
百
五
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
︒

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
︑
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
︵
以
下
﹁
申
請
書
等
﹂
と
い

う
︒
︶
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

�

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

�

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

�

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
通
知
書
の
写
し

	

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
︑
共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
︑
郵
便
又
は
電
信
に

よ
る
も
の
は
︑
受
け
付
け
な
い
︒

㈢

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
防
府
土
木
建
築
事
務
所

防
府
市
駅
南
町
一
三
番
四
〇
号

㈣

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
㈤

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日
ま
で
に
発
送
す
る
︒

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
︑
山
口
県
防
府
土
木
建
築
事
務
所
︵
電
話
〇
八
三
五−

二
二−

三
四
八
五
︶
に
す
る
こ
と
︒

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
︵
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
︶
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
︑
阿
武
川
水
系
阿
武
川
︑
橋
本
川
︑
玉
江
川
︑
明
木
川
︑
蔵
目
喜
川
及
び
生
雲
川
に
係
る
洪
水
浸
水

想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作
成
︵
第
一
工
区
︶
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
︵
以
下
﹁
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
﹂
と
い

う
︒
︶
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
︑
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と

お
り
定
め
た
︒

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

阿
武
川
水
系
阿
武
川
︑
橋
本
川
︑
玉
江
川
︑
明
木
川
︑
蔵
目
喜
川
及
び
生
雲
川
に
係
る
洪
水
浸
水

八
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想
定
区
域
の
調
査
及
び
図
面
の
作
成
︵
第
一
工
区
︶

㈠

履
行
場
所

山
口
市
及
び
萩
市
内

㈡

業
務
の
概
要

業

務

内

容

数

量

水
防
法
︵
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
︶
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
洪
水
浸

水
想
定
区
域
に
係
る
調
査
及
び
図
面
の
作
成

一
式

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
︑
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
︵
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
︒
︶
と
す
る
︒

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
︒

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
︵
平
成
二
十
六
年
山
口
県
告
示
第
四
百
八
号
︒
以
下
﹁
告
示
﹂
と
い
う
︒
︶
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
務
の
Ａ
等
級
で
あ
る
こ
と
︒

�

測
量
法
︵
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
︶
第
十
条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

る
こ
と
︒

�

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
︒

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示
二
の
㈡
に
規
定
す
る
審
査
で
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
に
山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二
百
五
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
︒

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
︑
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
︵
以
下
﹁
申
請
書
等
﹂
と
い

う
︒
︶
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

�

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

�

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

�

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
通
知
書
の
写
し

	

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
︑
共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
︑
郵
便
又
は
電
信
に

よ
る
も
の
は
︑
受
け
付
け
な
い
︒

㈢

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
萩
土
木
建
築
事
務
所

萩
市
大
字
江
向
五
三
一
番
地
の
一

㈣

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
㈤

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日
ま
で
に
発
送
す
る
︒

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
︑
山
口
県
萩
土
木
建
築
事
務
所
︵
電
話
〇
八
三
八−

二
二−

〇

〇
四
三
︶
に
す
る
こ
と
︒

九
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平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
印
刷

発

行

所

山

口

県

庁

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
発
行

発

行

人

山

口

県

知

事
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